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(57)【要約】
【課題】フェージング状態の良いセグメントを用いて高
品質なデータの伝送を実現することができるが、１セグ
メント当り１つのデータしか伝送することができず、デ
ータの伝送効率を高めることができない課題があった。
【解決手段】複数のセグメントの伝搬状態を監視して、
複数のデータ２３の伝送に使用するセグメントを選択し
、その選択したセグメントを使用して、マルチキャリア
変換部２６により生成されたマルチキャリア信号を送信
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブキャリアの伝搬状態を監視する監視手段と、上記監視手段の監視結果を参照
して、信号の伝送に使用する１以上のサブキャリアを選択する選択手段と、複数の信号を
符号多重して多重化信号を出力する多重化手段と、上記選択手段により選択されたサブキ
ャリアを使用して、上記多重化手段から出力された多重化信号を送信する送信手段とを備
えた無線伝送装置。
【請求項２】
　多重化手段は、選択手段により選択されたサブキャリアの伝搬状態に応じて符号多重す
る信号の数を変更することを特徴とする請求項１記載の無線伝送装置。
【請求項３】
　多重化手段は、多重化信号を１パケットとして取り扱うことを特徴とする請求項１記載
の無線伝送装置。
【請求項４】
　多重化手段は、送信先が異なる信号を符号多重することを特徴とする請求項１記載の無
線伝送装置。
【請求項５】
　選択手段は、監視手段が複数の受信局から各サブキャリアの伝搬状態を示す伝播情報を
受信すると、その伝搬情報を参照してサブキャリアを選択することを特徴とする請求項１
から請求項４のうちのいずれか１項記載の無線伝送装置。
【請求項６】
　選択手段は、伝搬状態が基準の状態を上回るサブキャリアの中で、伝搬状態が最良のサ
ブキャリアから順番に信号の伝送に使用するサブキャリアとして選択することを特徴とす
る請求項１から請求項４のうちのいずれか１項記載の無線伝送装置。
【請求項７】
　選択手段は、信号の許容遅延量を考慮して、信号の伝送に使用するサブキャリアを選択
することを特徴とする請求項６記載の無線伝送装置。
【請求項８】
　監視手段は、複数のサブキャリアの伝搬状態として、信号対干渉雑音比を監視すること
を特徴とする請求項１から請求項７のうちのいずれか１項記載の無線伝送装置。
【請求項９】
　監視手段は、複数のサブキャリアの伝搬状態を監視するに際してパイロット信号を受信
局に送信し、上記受信局ではサブキャリア毎にパイロット信号の受信レベルを測定して伝
搬状態が良好なサブキャリアを判別し、そのサブキャリアの伝搬状態のみを上記監視手段
に通知することを特徴とする請求項１から請求項８のうちのいずれか１項記載の無線伝送
装置。
【請求項１０】
　監視手段は、複数のサブキャリアの伝搬状態を監視するに際してパイロット信号を受信
局に送信し、上記受信局ではサブキャリア毎にパイロット信号の受信レベルを測定して各
サブキャリアの伝搬状態を把握し、各サブキャリアの伝搬状態が属するレンジを上記監視
手段に通知することを特徴とする請求項１から請求項８のうちのいずれか１項記載の無線
伝送装置。
【請求項１１】
　受信局では、サブキャリアを使用して送信されたパケットに含まれているアドレスを確
認して、自局宛のパケットを取得することを特徴とする請求項１から請求項１０のうちの
いずれか１項記載の無線伝送装置。
【請求項１２】
　受信局では、監視手段に伝搬状態を通知したサブキャリアを使用して送信されたパケッ
トに含まれているアドレスを確認して、自局宛のパケットを取得することを特徴とする請
求項９記載の無線伝送装置。
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【請求項１３】
　複数のサブキャリアの伝搬状態を監視する監視手段と、上記監視手段の監視結果を参照
して、上記複数のサブキャリアに適用する変調方式を決定する決定手段と、複数の信号を
符号多重して多重化信号を出力する多重化手段と、上記決定手段により決定された変調方
式で上記多重化手段から出力された多重化信号を変調して送信する送信手段とを備えた無
線伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のサブキャリアを用いて信号を伝送する無線伝送装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　高速デジタル移動通信において、周波数選択性フェージングを改善するための伝送方式
としてマルチキャリアＣＤＭＡ伝送方式が知られている。マルチキャリアＣＤＭＡ伝送方
式では、狭帯域のサブキャリアを並列に配置し、送信データを複数個複製して、複数のサ
ブキャリアを用いて送信する。このように、狭帯域なサブキャリアを用意することにより
、選択性フェージング環境においても、耐フェージング性の強い伝送方式となることが知
られている。
【０００３】
　図１１はマルチキャリアＣＤＭＡ方式を使用する従来の無線伝送装置を示す構成図であ
り、図において、１は送信対象のデータ、２はデータ１を複製して、複数の送信データ（
以下、並列データという）を出力する複製部、３は複製部２から出力された並列データに
拡散符号を乗算する符号乗算部、４は符号乗算部３により拡散符号が乗算された並列デー
タに伝送キャリアを付加してマルチキャリア信号を生成するマルチキャリア変換部、５は
マルチキャリア変換部４により生成されたマルチキャリア信号にガードインターバルを挿
入し、そのマルチキャリア信号を周波数変換して送信アンテナ６に出力するガードインタ
ーバル挿入部、６は送信アンテナである。
【０００４】
　７は受信アンテナ、８は受信アンテナ７により受信されたマルチキャリア信号の周波数
を変換して、そのマルチキャリア信号からガードインターバルを除去するガードインター
バル除去部、９はガードインターバル除去部８によりガードインターバルが除去されたマ
ルチキャリア信号から各サブキャリアの情報シンボルを生成するマルチキャリア変換部、
１０はマルチキャリア変換部９により生成されたサブキャリアの情報シンボルにキャリア
間のウエイトを乗算するキャリアウエイト乗算部、１１はキャリアウエイト乗算部１０の
乗算結果を合成してデータ１２を再生する合成部、１２は合成部１１により再生されたデ
ータである。
【０００５】
　次に動作について説明する。
　まず、複製部２は、複数のサブキャリアを用いて、送信対象のデータ１を送信するため
、送信対象のデータ１を複製して、同一内容の並列データを出力する。
　符号乗算部３は、複製部２から並列データを受けると、その並列データに拡散符号を乗
算する。
【０００６】
　マルチキャリア変換部４は、符号乗算部３が並列データに拡散符号を乗算すると、乗算
後の並列データに伝送キャリアを付加してマルチキャリア信号を生成する。
　ガードインターバル挿入部５は、マルチキャリア変換部４がマルチキャリア信号を生成
すると、そのマルチキャリア信号にガードインターバルを挿入し、そのマルチキャリア信
号を周波数変換して送信アンテナ６に出力する。
【０００７】
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　このようにマルチキャリアＣＤＭＡでは、個々のデータ１は複数のサブキャリアによっ
て伝送されるが、１つのデータ１を伝送するサブキャリアの組を「セグメント」と呼ぶこ
とにすると、伝送帯域が複数のセグメントによって構成されて、複数のデータ１が同時に
伝送される。
　図１２は周波数帯域で見たサブキャリアとセグメントの関係を示しており、１つのデー
タ１はセグメント単位で拡散され、複数のデータ１が異なるセグメントで伝送される。
【０００８】
　ガードインターバル除去部８は、受信アンテナ７がマルチキャリア信号を受信すると、
そのマルチキャリア信号の周波数を変換して、そのマルチキャリア信号からガードインタ
ーバルを除去する。
　マルチキャリア変換部９は、ガードインターバル除去部８がマルチキャリア信号からガ
ードインターバルを除去すると、そのマルチキャリア信号から各サブキャリアの情報シン
ボルを生成する。
【０００９】
　キャリアウエイト乗算部１０は、マルチキャリア変換部９が各サブキャリアの情報シン
ボルを生成すると、その情報シンボルにキャリア間のウエイトを乗算する。
　合成部１１は、キャリアウエイト乗算部１０の乗算結果を合成してデータ１２を再生す
る。
【００１０】
　ここで、従来のマルチキャリアＣＤＭＡでは（非特許文献１を参照）、全てのセグメン
トを用いてデータを伝送する。しかし、セグメントによっては、フェージング環境が悪く
、劣悪な伝搬特性となる場合もあるため、信号品質が悪くなることがあった。
【００１１】
　これに対して最近では（非特許文献２を参照）、フェージング状態の良いセグメントの
みを用いてデータの伝送を行う方式がある。
　図１３は本方式の適用例を示しており、（ａ）に示すように、セグメントによってフェ
ージングの状態変化が異なる。従って、同一送信電力でデータを送信する場合でも、デー
タの受信レベルがセグメントによって変化する。
　本方式では、（ｂ）に示すように、フェージング状態の良いセグメントを用いてデータ
の伝送を行うので、高品質なデータの伝送を行うことができる。
【００１２】
　なお、送信局がフェージング状態を認識するには、図１４に示すように、送信局がパイ
ロット信号を受信局に送信し、受信局がセグメント毎のパイロット信号の受信レベルを測
定する。受信局は受信レベルの測定結果から信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ：Ｓｉｇｎａｌ
　ｔｏ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）を求め、その
ＳＩＮＲを送信局に通知する。
【００１３】
【非特許文献１】“下りリンクブロードバンドパケットＯＦＣＤＭにおけるＱ0Ｓを考慮
したチャネル符号化の検討”，ＲＣＳ２００１－１８１，Ｎｏｖ．２００１．
【非特許文献２】“高効率データ通信用ＭＣ－ＣＤＭＡ方式の一検討”，ＲＣＳ２０００
－２６１，Ｍａｒｃｈ，２００１．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の無線伝送装置は以上のように構成されているので、フェージング状態の良いセグ
メントを用いて高品質なデータの伝送を実現することができるが、１セグメント当り１つ
のデータしか伝送することができず、データの伝送効率を高めることができない課題があ
った。
【００１５】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、データ品質の劣化を招
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くことなく、データの伝送効率を高めることができる無線伝送装置を得ることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この発明に係る無線通信装置は、複数のサブキャリアの伝搬状態を監視する監視手段と
、上記監視手段の監視結果を参照して、信号の伝送に使用する１以上のサブキャリアを選
択する選択手段と、複数の信号を符号多重して多重化信号を出力する多重化手段と、上記
選択手段により選択されたサブキャリアを使用して、上記多重化手段から出力された多重
化信号を送信する送信手段とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、複数のサブキャリアの伝搬状態を監視する監視手段と、上記監視手
段の監視結果を参照して、信号の伝送に使用する１以上のサブキャリアを選択する選択手
段と、複数の信号を符号多重して多重化信号を出力する多重化手段と、上記選択手段によ
り選択されたサブキャリアを使用して、上記多重化手段から出力された多重化信号を送信
する送信手段とを備えるように構成したので、データ品質の劣化を招くことなく、データ
の伝送効率を高めることができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による無線伝送装置を示す構成図であり、図において、
２１は受信局から各セグメント（サブキャリア）の伝搬状態を示す伝搬情報を受信する伝
搬情報受信部（監視手段）、２２は伝搬情報受信部２１により受信された伝搬情報を参照
して、信号の伝送に使用する１以上のセグメントを選択するセグメント・符号選定部（選
択手段）、２３は送信対象のデータ、２４はデータ２３を複製して、複数の送信データ（
以下、並列データという）を出力する複製部、２５は複製部２４から出力された並列デー
タに拡散符号を乗算する符号乗算部、２６は符号乗算部２５により拡散符号が乗算された
並列データに伝送キャリアを付加してマルチキャリア信号（多重化信号）を生成するマル
チキャリア変換部である。なお、複製部２４、符号乗算部２５及びマルチキャリア変換部
２６から多重化手段が構成されている。
【００１９】
　２７はマルチキャリア変換部２６により生成されたマルチキャリア信号にガードインタ
ーバルを挿入し、そのマルチキャリア信号の周波数をセグメント・符号選定部２２により
選択されたセグメントの周波数に変換して送信アンテナ２８に出力するガードインターバ
ル挿入部、２８は送信アンテナである。なお、ガードインターバル挿入部２７及び送信ア
ンテナ２８から送信手段が構成されている。
【００２０】
　２９は受信アンテナ、３０は受信アンテナ２９により受信されたマルチキャリア信号の
周波数を変換して、そのマルチキャリア信号からガードインターバルを除去するガードイ
ンターバル除去部、３１はガードインターバル除去部３０によりガードインターバルが除
去されたマルチキャリア信号から各セグメントの情報シンボルを生成するマルチキャリア
変換部、３２はマルチキャリア変換部３１により生成されたセグメントの情報シンボルに
キャリア間のウエイトを乗算するキャリアウエイト乗算部、３３はキャリアウエイト乗算
部３２の乗算結果を合成してデータ３４を再生する合成部、３４は合成部３３により再生
されたデータである。
【００２１】
　次に動作について説明する。
　送信局が複数のデータ２３をユーザ（１）の受信局に送信する場合、まず、送信局の伝
搬情報受信部２１が、ユーザ（１）の受信局から各セグメントの伝搬状態を示す伝搬情報
を受信する。
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　具体的には、送信局がデータ２３を送信する際、伝搬情報受信部２１がパイロット信号
を受信局に送信する。そして、受信局がセグメント毎のパイロット信号の受信レベルを測
定し、その測定結果を伝搬情報として送信局に通知する方法が考えられる。
　あるいは、送受信局間の双方向通信で同一の周波数を用いるＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）方式が採用される場合、逆方向通信における伝搬路特性を測
定することにより、送信局が伝搬情報を得ることも可能である。
【００２２】
　送信局のセグメント・符号選定部２２は、伝搬情報受信部２１が伝搬情報を受信すると
、その伝搬情報を参照して、データ２３の伝送に使用する１以上のセグメントを選択する
。
　即ち、送信局のセグメント・符号選定部２２は、複数のセグメントの中から伝搬状態が
良好なセグメントを選択するが、図２（ａ）の例では、セグメント（１）とセグメント（
Ｑ－２）の伝搬状態が良好であるため、セグメント（１）とセグメント（Ｑ－２）を選択
する。なお、セグメントの具体的な選択方法は後述する。
【００２３】
　複数の複製部２４は、複数のデータ２３をユーザ（１）の受信局に送信するため、送信
対象のデータ２３を複製して並列データを出力する。
　符号乗算部２５は、複製部２４から並列データを受けると、その並列データに拡散符号
を乗算する。なお、各並列データには、相互に異なる拡散符号が乗算される。
【００２４】
　マルチキャリア変換部２６は、符号乗算部２５が並列データに拡散符号を乗算すると、
乗算後の並列データに伝送キャリアを付加してマルチキャリア信号を生成する。
　ガードインターバル挿入部２７は、マルチキャリア変換部２６がマルチキャリア信号を
生成すると、そのマルチキャリア信号にガードインターバルを挿入し、そのマルチキャリ
ア信号の周波数をセグメント・符号選定部２２により選択されたセグメントの周波数に変
換して送信アンテナ２８に出力する。
【００２５】
　図２（ｂ）の例では、伝搬状態が良好であるセグメント（１）又はセグメント（Ｑ－２
）の周波数にマルチキャリア信号の周波数を変換している。また、図２（ｂ）の例では、
２個のデータ２３のマルチキャリア信号をセグメント（１）の周波数に変換し、４個のデ
ータ２３のマルチキャリア信号をセグメント（Ｑ－２）の周波数に変換している。この理
由は、より伝搬状態が良好なセグメントに多くのデータ２３を割り当てる観点から、セグ
メント（Ｑ－２）の伝搬状態の方がセグメント（１）の伝搬状態より良いため、セグメン
ト（Ｑ－２）に多くのデータ２３を割り当てるようにしている。
　なお、伝搬状態が良好でない他のセグメントには、１つのデータ２３も割り当てられて
いないが、必ずしも割当数が零である必要はない。
【００２６】
　ユーザ（１）の受信局のガードインターバル除去部３０は、受信アンテナ２９がマルチ
キャリア信号を受信すると、そのマルチキャリア信号の周波数を変換して、そのマルチキ
ャリア信号からガードインターバルを除去する。
　マルチキャリア変換部３１は、ガードインターバル除去部３０がマルチキャリア信号か
らガードインターバルを除去すると、そのマルチキャリア信号から各セグメントの情報シ
ンボルを生成する。
【００２７】
　キャリアウエイト乗算部３２は、マルチキャリア変換部３１が各セグメントの情報シン
ボルを生成すると、その情報シンボルにキャリア間のウエイトを乗算する。
　合成部３３は、キャリアウエイト乗算部３２の乗算結果を合成してデータ３４を再生す
る。
　これにより、ユーザ（１）の受信局は、送信局から送信された複数のデータ２３を取得
することができる。
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【００２８】
　以上で明らかなように、この実施の形態１によれば、複数のセグメントの伝搬状態を監
視して、複数のデータ２３の伝送に使用するセグメントを選択し、その選択したセグメン
トを使用して、マルチキャリア変換部２６により生成されたマルチキャリア信号を送信す
るように構成したので、データ品質の劣化を招くことなく、データの伝送効率を高めるこ
とができる効果を奏する。
【００２９】
実施の形態２．
　上記実施の形態１では、各並列データに異なる拡散符号を乗算して、各並列データを１
パケットとして取り扱うものについて示したが、マルチキャリア変換部２６により生成さ
れたマルチキャリア信号を１パケットとして取り扱うようにしてもよい。
　これにより、上記実施の形態１よりも、パケットのヘッダ数を減らすことができるため
、データの伝送効率を更に高めることができる。
【００３０】
実施の形態３．
　上記実施の形態１では、送信局が複数のデータ２３をユーザ（１）の受信局に送信する
ものについて示したが、送信先が異なるデータ２３を符号多重してもよい。
　即ち、送信局の伝搬情報受信部２１が、図３（ａ）に示すように、ユーザ（１）～（Ｋ
）の受信局から各セグメントの伝搬状態を示す伝搬情報を受信する。
　送信局のセグメント・符号選定部２２は、伝搬情報受信部２１がユーザ（１）～（Ｋ）
の受信局から伝搬情報を受信すると、各ユーザ毎に、当該ユーザの伝搬情報を参照して、
データ２３の伝送に使用する１以上のセグメントを選択する。
　以降、上記実施の形態１と同様であるため説明を省略するが、この実施の形態３によれ
ば、図３（ｂ）に示すように、送信先が異なるデータであっても、伝搬状態が良好であれ
ば、同一のセグメントを使用して伝送される。
【００３１】
実施の形態４．
　上記実施の形態１では、セグメントの具体的な選択方法を説明していないが、伝搬状態
が基準の状態を上回るセグメントの中で、伝搬状態が最良のセグメントから順番にデータ
２３の伝送に使用するセグメントとして選択するようにしてもよい。
　具体的には、図６に示すようなスケジューリングアルゴリズムを実施してセグメントを
選択する。
【００３２】
　送信局は、図４に示すように、先頭にプリアンブル（プリアンブルには送信先のアドレ
ス等が含まれている）が配置され、その後にデータが配置されている１フレームの伝送と
同時に、パイロット信号を送信する。
　各ユーザの受信局は、セグメント毎のパイロット信号の受信レベルを測定し、その受信
レベルの測定結果から信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）を推定し、そのＳＩＮＲ推定値を伝
搬情報として送信局に通知する。
　送信局のセグメント・符号選定部２２は、伝搬情報受信部２１が各ユーザの受信局から
ＳＩＮＲ推定値を受信すると、例えば、図６のスケジューリングアルゴリズムを実施して
セグメントを選択する。
【００３３】
　即ち、セグメント・符号選定部２２は、図５に示すように、伝搬情報受信部２１により
受信されたＳＩＮＲ推定値を参照して、全ユーザ・全セグメントに対応するＳＩＮＲテー
ブルを作成する（ステップＳＴ１）。なお、ＳＩＮＲテーブルにおける各要素γK,qは、
ユーザＫ・セグメントｑのＳＩＮＲ推定値である。
　ただし、送信パケットを有しないユーザに関するＳＩＮＲ推定値をＳＩＮＲテーブルか
ら除外し、また、パケットの多重数が既に最大多重数Ｇに達しているセグメントがあれば
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、そのセグメントに関するＳＩＮＲ推定値をＳＩＮＲテーブルから除外する（ステップＳ
Ｔ２）。
【００３４】
　セグメント・符号選定部２２は、ＳＩＮＲテーブルの要素γK,qが残っている場合、Ｓ
ＩＮＲテーブルの中で、最も高いＳＩＮＲ推定値γmaxを検索する（ステップＳＴ３，Ｓ
Ｔ４）。
　そして、セグメント・符号選定部２２は、最も高いＳＩＮＲ推定値γmaxが基準状態を
示すＳＩＮＲ閾値γthより大きい場合には、そのＳＩＮＲ推定値γmaxに対応するユーザ
Ｋの１パケットを、そのＳＩＮＲ推定値γmaxに対応するセグメントｑに割り当てるよう
にする（ステップＳＴ５，ＳＴ６）。
　なお、そのＳＩＮＲ推定値γmaxがＳＩＮＲ閾値γthより小さい場合には、セグメント
の選択処理を終了する。
　この実施の形態４によれば、ＳＩＮＲ推定値が高いセグメントが優先的に選択されるの
で、伝送品質の高いセグメントを効率的に選択することができる。
【００３５】
実施の形態５．
　上記実施の形態４では、特に言及していないが、パケットの許容遅延量を考慮して、パ
ケットの伝送に使用するサブキャリアを選択するようにしてもよい。
　具体的には次の通りである。
　有線系から基地局（送信局）に到達したパケットは、許容遅延量に応じて送信バッファ
に分類される。図７は基地局のバッファ構成を示しており、基地局では各ユーザ・許容遅
延量毎にバッファを用意している。
【００３６】
　次のフレームで必ず送信する必要のあるユーザＫへのパケットは、ユーザＫのＭＴＤ（
Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｏｌｅｒａｂｌｅ　Ｄｅｌａｙ）が“１”のＦＩＦＯバッファに蓄積
され、ｒ番目のフレームまでに送信する必要のあるユーザＫへのパケットは、ユーザＫの
ＭＴＤ（ｒ）のＦＩＦＯバッファに蓄積される。
　また、１フレーム分のスケジューリングが完了した段階で、ＭＴＤ（１）に残ったパケ
ットは全て廃棄され、ＭＴＤ＝２以上のバッファはＭＴＤの値を１つ減らすようにする。
このような操作により、許容遅延量が少ない順に各ユーザのパケットが分類される。
　次に、送信局である基地局は、セル内のユーザからＳＩＮＲ推定値の報告を受けた後、
許容遅延量を考慮したスケジューリングアルゴリズムを実施して（図８を参照）、パケッ
トを送信するセグメントを選択する。
【００３７】
　即ち、送信局のセグメント・符号選定部２２は、まず、ＭＴＤの初期値を“ｒ”に設定
し（ステップＳＴ１１）、伝搬情報受信部２１により受信されたＳＩＮＲ推定値を参照し
て、全ユーザ・全セグメントに対応するＳＩＮＲテーブルを作成する（ステップＳＴ１２
）。
　ただし、ＭＴＤ（ｒ）の送信パケットを有しないユーザに関するＳＩＮＲ推定値をＳＩ
ＮＲテーブルから除外し、また、パケットの多重数が既に最大多重数Ｇに達しているセグ
メントがあれば、そのセグメントに関するＳＩＮＲ推定値をＳＩＮＲテーブルから除外す
る（ステップＳＴ１３）。
【００３８】
　セグメント・符号選定部２２は、ＳＩＮＲテーブルの要素γK,qが残っている場合、Ｓ
ＩＮＲテーブルの中で、最も高いＳＩＮＲ推定値γmaxを検索する（ステップＳＴ１４，
ＳＴ１５）。
　そして、セグメント・符号選定部２２は、最も高いＳＩＮＲ推定値γmaxが基準状態を
示すＳＩＮＲ閾値γthより大きい場合には、そのＳＩＮＲ推定値γmaxに対応するユーザ
Ｋの１パケットを、そのＳＩＮＲ推定値γmaxに対応するセグメントｑに割り当てるよう
にする（ステップＳＴ１６，ＳＴ１８）。
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　なお、そのＳＩＮＲ推定値γmaxがＳＩＮＲ閾値γthより小さい場合や、ＳＩＮＲテー
ブルの要素γK,qが残っていない場合は、ＭＴＤの値ｒをインクリメントして、ステップ
ＳＴ１２の処理に戻る。
　この実施の形態５によれば、伝送品質の高いセグメントを更に効率的に選択することが
できる。
【００３９】
実施の形態６．
　上記実施の形態４等では、受信局が各セグメントのＳＩＮＲ推定値を送信局に通知する
ものについて示したが、そのＳＩＮＲ推定値の通知に要する情報量をなるべく少なくする
ことが重要な課題となる。
　そこで、この実施の形態６では、全てのセグメントのＳＩＮＲ推定値を通知するのでは
なく、ＳＩＮＲ推定値が所定の閾値より高いセグメントを検索し、そのセグメントのＳＩ
ＮＲ推定値のみを送信局に通知するようにする。
【００４０】
　図９はＳＩＮＲ推定値の通知用フォーマットの一例であり、この通知用フォーマットで
は、セグメント番号と当該セグメントに対応するＳＩＮＲ推定値を対にして通知する。
　これにより、ＳＩＮＲ推定値の通知に要する情報量を削減することができる。
【００４１】
実施の形態７．
　上記実施の形態６では、ＳＩＮＲ推定値が所定の閾値より高いセグメントを検索し、そ
のセグメントのＳＩＮＲ推定値のみを送信局に通知するものについて示したが、受信局が
各セグメントのＳＩＮＲ推定値を求めると、そのＳＩＮＲ推定値が属するレンジ（ＳＩＮ
Ｒ推定値が属するＳＩＮＲの範囲）を特定し、そのレンジを送信局に通知するようにして
もよい。
【００４２】
　各セグメントのＳＩＮＲ推定値を正確に伝達するには、そのＳＩＮＲ推定値の情報ビッ
ト数を増やす必要があるが、その場合、ＳＩＮＲ推定値の通知に要する情報量が増加する
不具合が生じる。
　そこで、この実施の形態７では、受信局が各セグメントのＳＩＮＲ推定値を求めると、
図１０に示すような対応表を参照して、そのＳＩＮＲ推定値が属するレンジを特定し、そ
のレンジのレンジ情報を送信局に通知する。
　例えば、ＳＩＮＲ推定値が１ｄＢ以下の場合には、「０００」のレンジ情報を送信し、
ＳＩＮＲ推定値が１～２ｄＢの場合には「００１」のレンジ情報を送信する。
　これにより、ＳＩＮＲ推定値の通知に要する情報量を削減することができる。
【００４３】
実施の形態８．
　上記実施の形態１～７では、受信局における自局宛のパケットの取得方法については特
に言及していないが、セグメントを使用して送信されたパケットに含まれているアドレス
を確認して、自局宛のパケットを取得するようにすればよい。
　即ち、スケジューリング利用時には時間毎に伝搬環境も変化し、希望信号が割り当てら
れるセグメントも時間的に変化する。従って、自局当てのパケットが使用されるセグメン
トや符号を受信局が知る必要がある。
【００４４】
　この実施の形態８では、受信局がフレーム内の全てのパケットに含まれているアドレス
を自局のアドレスと照合し、アドレスが一致する場合、当該パケットを自局宛のパケット
であると認識して取得するようにする。
　これにより、スケジューリング利用時の利用セグメントが時間的に変化する環境化でも
、パケットの受信が可能になる。
【００４５】
実施の形態９．
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　上記実施の形態８では、フレーム内の全てのパケットに含まれているアドレスを自局の
アドレスと照合するものについて示したが、上記実施の形態６のように、伝搬状態が良好
なセグメントのＳＩＮＲ推定値のみを送信局に通知するような場合には、伝搬状態が良好
なセグメント以外のセグメントを使用してパケットを送信されることはないので、ＳＩＮ
Ｒ推定値を通知したセグメントを使用して送信されたパケットのアドレスのみを照合する
ようにしてもよい。
　これにより、自局宛のパケットの検索に要する時間を短縮することができる。
【００４６】
実施の形態１０．
　上記実施の形態１～９では、複数のセグメントの伝搬状態を監視して、複数のデータ２
３の伝送に使用するセグメントを選択し、その選択したセグメントを使用して、マルチキ
ャリア変換部２６により生成されたマルチキャリア信号を送信するものについて示したが
、複数のセグメントの伝搬状態を監視して、複数のセグメントに適用する変調方式を決定
し、その変調方式でマルチキャリア変換部２６により生成されたマルチキャリア信号を変
調して送信するようにしてもよい。
【００４７】
　即ち、決定手段を構成するセグメント・符号選定部２２は、伝搬情報受信部２１が各セ
グメントの伝搬情報を受信すると、各セグメントの伝搬情報を参照して、各セグメントの
伝搬状態を把握し、例えば、伝搬状態が良好なセグメントでは、ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭ，
２５６ＱＡＭなどの多値数の大きい変調方式を利用する。
　一方、伝搬状態が悪いセグメントでは、ＢＰＳＫ，ＱＰＳＫなどの多値数の低い変調方
式を利用する。
　このように、伝搬状態に応じて変調方式を変更することにより、高効率な伝送を行うこ
とが可能となる。なお、同一のセグメントにおいても、多重する信号によって変調方式が
異なっていてもよい。
【００４８】
　なお、この実施の形態１０では、複数のセグメントの伝搬状態を監視して、複数のセグ
メントに適用する変調方式を決定するものについて示したが、上記実施の形態１～９のよ
うなセグメントの選択処理を同時に実施するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】この発明の実施の形態１による無線伝送装置を示す構成図である。
【図２】セグメントの選択処理を説明する説明図である。
【図３】セグメントの選択処理を説明する説明図である。
【図４】フレーム構成を示す説明図である。
【図５】ＳＩＮＲテーブルを示す説明図である。
【図６】スケジューリングアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図７】基地局のバッファ構成を示す説明図である。
【図８】スケジューリングアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図９】ＳＩＮＲ推定値の通知用フォーマットを示す説明図である。
【図１０】ＳＩＮＲ推定値とレンジ情報の対応関係を示す説明図である。
【図１１】従来の無線伝送装置を示す構成図である。
【図１２】周波数帯域で見たサブキャリアとセグメントの関係を示す説明図である。
【図１３】フェージングの状態変化等を示す説明図である。
【図１４】フェージング状態の認識処理を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５０】
　２１　伝搬情報受信部（監視手段）、２２　セグメント・符号選定部（選択手段、決定
手段）、２３　データ、２４　複製部（多重化手段）、２５　符号乗算部（多重化手段）
、２６　マルチキャリア変換部（多重化手段）、２７　ガードインターバル挿入部（送信
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手段）、２８　送信アンテナ（送信手段）、２９　受信アンテナ、３０　ガードインター
バル除去部、３１　マルチキャリア変換部、３２　キャリアウエイト乗算部、３３　合成
部、３４　データ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月13日(2008.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用いて無線通信が可能
な送信機における無線通信方法であって、
　上記受信機との間の伝搬路の状態を示す伝搬路情報を上記受信機から受信する伝搬路情
報受信ステップと、
　上記受信機へのデータ送信に使用するサブキャリア群を選択するサブキャリア群選択ス
テップと、
　上記選択したサブキャリア群に適用する変調方式を決定する変調方式決定ステップと、
　上記選択したサブキャリア群で送信するデータ量を決定するデータ量決定ステップと
を備えることを特徴とする無線通信方法。
【請求項２】
　送信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用いて無線通信が可能
な受信機における無線通信方法であって、
　上記サブキャリア群の中からその一部のサブキャリア群を選択するサブキャリア選択ス
テップと、
　上記選択したサブキャリア群と、上記選択したサブキャリア群の伝搬路の状態を示す伝
搬路情報とを上記送信機に通知するサブキャリア群通知ステップと、
を備え、
　上記送信機は、上記通知されたサブキャリア群に適用する変調方式を決定し、上記通知
されたサブキャリア群で送信するデータ量を決定する
ことを特徴とする受信機における無線通信方法。
【請求項３】
　受信機と送信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用いて無線通
信が可能な無線通信システムにおける無線通信方法であって、
　上記受信機が、上記サブキャリア群の中からその一部のサブキャリア群を選択するサブ
キャリア選択ステップと、
　上記受信機が、上記選択したサブキャリア群と、上記選択したサブキャリア群の伝搬路
の状態を示す伝搬路情報とを、上記送信機に通知するサブキャリア群通知ステップと、
　上記送信機が、上記通知されたサブキャリア群に適用する変調方式を決定する変調方式
決定ステップと、
　上記送信機が、上記通知されたサブキャリア群で送信するデータ量を決定するデータ量
決定ステップと、
を備えることを特徴とする無線通信方法。
【請求項４】
　受信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用いて無線通信が可能
な送信機であって、
　上記受信機との間の伝搬路の状態を示す伝搬路情報を上記受信機から受信する伝搬路情
報受信手段と、
　上記受信機へのデータ送信に使用するサブキャリア群を選択するサブキャリア群選択手
段と、
　上記選択したサブキャリア群に適用する変調方式を決定する変調方式決定手段と、
　上記選択したサブキャリア群で送信するデータ量を決定するデータ量決定手段と
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を備えることを特徴とする送信器。
【請求項５】
　送信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用いて無線通信が可能
な受信機であって、
　上記サブキャリア群の中からその一部のサブキャリア群を選択するサブキャリア選択手
段と、
　上記選択したサブキャリア群と、上記選択したサブキャリア群の伝搬路の状態を示す伝
搬路情報とを上記送信機に通知するサブキャリア群通知手段と、
を備え、
　上記送信機は、上記通知されたサブキャリア群に適用する変調方式を決定し、上記通知
されたサブキャリア群で送信するデータ量を決定することを特徴とする受信機。
【請求項６】
　受信機と送信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用いて無線通
信が可能な無線通信システムであって、
　上記受信機が、上記サブキャリア群の中からその一部のサブキャリア群を選択するサブ
キャリア選択手段と、
　上記受信機が、上記選択したサブキャリア群と、該選択したサブキャリア群の伝搬路の
状態を示す伝搬路情報とを、上記送信機に通知するサブキャリア群通知手段と、
　上記送信機が、上記通知されたサブキャリア群に適用する変調方式を決定する変調方式
決定手段と、
　上記送信機が、上記通知されたサブキャリア群で送信するデータ量を決定するデータ量
決定手段と、
を備えることを特徴とする無線通信システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　この発明に係る無線通信方法は、受信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキ
ャリア群を用いて無線通信が可能な送信機における無線通信方法であって、受信機との間
の伝搬路の状態を示す伝搬路情報を受信機から受信する伝搬路情報受信ステップと、受信
機へのデータ送信に使用するサブキャリア群を選択するサブキャリア群選択ステップと、
選択したサブキャリア群に適用する変調方式を決定する変調方式決定ステップと、選択し
たサブキャリア群で送信するデータ量を決定するデータ量決定ステップとを備えたもので
ある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　この発明によれば、受信機との間で所定数のサブキャリアからなるサブキャリア群を用
いて無線通信が可能な送信機における無線通信方法であって、受信機との間の伝搬路の状
態を示す伝搬路情報を受信機から受信する伝搬路情報受信ステップと、受信機へのデータ
送信に使用するサブキャリア群を選択するサブキャリア群選択ステップと、選択したサブ
キャリア群に適用する変調方式を決定する変調方式決定ステップと、選択したサブキャリ
ア群で送信するデータ量を決定するデータ量決定ステップとを備えるように構成したので
、データ品質の劣化を招くことなく、データの伝送効率を高めることができる効果がある
。
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